
｢女性の活躍促進・企業活性化推進営業大作戦」の本格実施

・女性の活躍促進･企業活性化推進営業チームを立ち上げ、本省・労働局が一体となって、企業に対して直接営業を行う。
・労働局に専門スタッフも配置し、企業に直接訪問、働きかけ、その後の取組をフォローアップ

★ 目標（平成27年度まで） ★
営業企業数：2万1,000社、ポジティブ・アクション取組企業数：1万2,600社、女性管理職比率などの情報開示等を行う企業数：5,000社

各企業の女性の採用状況、管理職比率などの女性の活躍状況や、企業トップがポジティブ・アクションの取組宣言等を開示（見える化）
するポジティブ・アクション情報ポータルサイトで総合的な情報提供

企業の労使で男女の均等度合いを把握し、ポジティブ・アクションにつなげるためのシステムづくり（格差の見える化）
・業種ごとの雇用管理の実態の特徴を踏まえた男女間格差の「見える化支援ツール」及び業種別支援ツール活用マニュアル

を作成・普及。計画的に取組業種を拡大し普及を図る。

若い女性が将来のビジョンを描けるよう、メンター（※1）やロールモデル（※2）の確保・育成が困難な中小企業が
ネットワークをつくることにより、女性の相互研鑽、研修などを行う仕組みづくりの支援
※1メンター：後輩から相談を受け、その問題をサポートする人物、※2ロールモデル：豊富な職務経験を持ち模範となる人物

「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画
～働く「なでしこ」大作戦～ 関連対策の概要

（厚生労働省）

【ロールモデル】
豊富な職務経験を持ち、
模範となる社員

【メンター】
後輩から相談をうけ、
問題解決に向けサポート

相談

助⾔・指導

【若⼿社員】

【 ポータルサイト 】

１．女性の活躍促進のための営業大作戦の本格実施



２．女性の就業希望の実現

子育て中の女性などがその能力を発揮できる職場を確保できるよう、実施拠点を拡充するなど、マザーズハローワーク事業
の一層の強化 １７３カ所 → １７７カ所

３．仕事と家庭の両立支援策の推進

女性の就業率アップのため、以下の取組を実施

期間雇用者の育児休業や短時間勤務の取得などに関する好事例の収集・普及

両立支援に取り組む事業主などへの助成（期間雇用者の育児休業取得促進のための支援の拡充等）

イクメンプロジェクトの拡充などにより、男性の育児休業の取得促進
・イクメン本人による「イクメン宣言」の登録や男性の育児を応援する取組等の発信ができるＳＮＳ
を活用したホームページの運営

・実際に育児休業を取得した男性の休業体験談を盛り込んだハンドブックの作成 等

次世代法に基づく認定マーク「くるみん」取得企業2,000社を目指し、営業大作戦にあわせ働きかけを実施

仕事と介護の両立支援対応策モデルの構築・周知（企業向け）、ハンドブックの作成（労働者向け）等

４．非正規雇用の労働者の雇用の安定・処遇の改善

パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員転換の推進
・パートタイム労働法制の整備、制度の周知
・パートタイム労働法に基づく指導、専門家による相談・援助、助成金による支援
・職務分析・職務評価の導入支援（好事例集の作成、セミナー・個別相談会の開催等） 、雇用管理改善のモデル事業の実施

改正労働契約法などの円滑かつ着実な施行（有期労働契約に関する新たなルールなどの円滑な実施）

・改正労働契約法の改正内容の周知
・無期転換の好事例の収集や社内制度化に向けた取組モデルの開発・普及

有期・短時間・派遣労働者等安定雇用実現プロジェクト（仮称）の推進
・キャリアアップ促進のための「助成金」の創設（※） 等
※パートタイム労働者等の処遇改善を行う際に、職務分析・職務評価を実施した場合、加算措置を講じる。

（イクメンプロジェクトロゴマーク）

（認定マーク「くるみん」）












